
 

 

報 告 事 項  第 4 号  

令和 4 年 第 11 回定例会 

4. 12. 13  放課後対策課 

  

 
 

子どもスキップ直接利用の一部再開について 
 
 

 

子どもスキップの一般利用について、9 月 12 日（月）より、平日の放課後に

一旦帰宅してから利用するという条件のもと再開している。3学期より、1～3年

生の「直接利用」を下記のとおり再開する。 

 

                  記 

 

 

１．再開時期    令和 4年度 3学期から  

 

 

２．対    象    当該小学校の 1～3年生 

 

 

３．利用日時   平日の放課後～17時（終了時間は施設ごとに設定） 

 

 

４．感染症対策について 

（１）利用受付名簿に、名前、学年、体温を記入。  

（２）マスクの着用、手指洗い、消毒を徹底。 

（３）施設内での飲食は不可（給食のない日は直接利用不可）。 

 （４）学級閉鎖の際は、当該クラス児童は利用不可。 

（５）感染状況が悪化した際は、利用の中止を検討する。 

 

 

５．その他 

 （１）「直接利用」とは、放課後一旦帰宅せずにランドセルを持ったままスキッ

プを利用すること。 

（２）利用の前に必ず保護者と児童との間で帰り時間を決め、自己管理で利用。 

保護者との約束がない場合は利用不可。 


